
・契約担当官等が各省各庁の長へ報告
・各省各庁の長は、財務省へ報告
・財務省が調製し各省各庁の長へ通知
・各省各庁の長は契約担当官等へ連絡
・契約担当官から対象者に減点措置の開始時期、
期間を通知

総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置 概要

■加点評価：事業年度または暦年単位で従業員に対する目標値（大企業：3%、中小企業等：1.5%）以上の賃上げを表明した入札
参加者を総合評価において加点。加点を希望する入札参加者は、賃上げを従業員に対して表明した「表明書」を提出。
加点割合は５％以上。

■適用対象：令和４年４月１日以降に契約を締結する、総合評価落札方式によるすべての調達。
（取組の通知を行った時点で既に公告を行っている等の事情のあるものはのぞく）

■実績確認等：加点を受けた企業に対し、事業年度または暦年の終了後、決算書等で達成状況を確認し、未達成の場合はその後の
国の調達において、入札時に加点する割合よりも大きく減点。

加点を受けた落札者が対象の事業年度または暦年の
終了後に契約担当官等へ提出

入札公告（公示）

「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を入札参加者から提出を受けたことをもって評価 （賃金引き上げ表明は①年度単位又は②暦年単位での表明）

加算点＝従来の加算点＋賃上げ加算点

入札、落札決定

落札者が賃上げ加算点で
加点なし

落札者が賃上げ加算点で
加点あり

①年度単位による賃上げ表明
法人事業概況説明書（又は税務申告の作成書類）

②年単位による賃上げ表明
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

賃上げ基準に達していない者については、財務省か
ら通知された日から１年間、国の総合評価落札方式
の調達の全てにおいて、加点より大きな割合の減点

加点措置

実績確認 賃上げ基準に達していない者の情報

減点措置

①契約を行う予定の会計年度に開始する事業年度
②契約を行う予定の暦年
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総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置
加点イメージ（工事の場合の例）

評価項目 評価基準 配点

①企業の能力等

過去15年間の同種工事実績
より同種性の高い工事（※1）の実績あり 8点

8点

20点

同種性が認められる工事（※2）の実績あり 0点

同じ工種区分の
２年間の平均成績

80点以上 8点

8点
75点以上80点未満 5点

70点以上75点未満 2点

70点未満 0点

表彰（同じ工種区分の過去２年間の工事を対
象）

表彰あり 4点
4点

表彰なし 0点

②技術者の能力等

過去15年間の同種工事実績 同種性・立場

より同種性の高い工事において、監理（主任）技術者として従事 8点

8点

20点

より同種性の高い工事において、現場代理人あるいは担当技術者として従事又
は同種性が認められる工事において、監理（主任）技術者として従事

4点

同種性が認められる工事において、現場代理人あるいは担当技術者として従事 0点

同じ工種区分の
４年間の平均成績

80点以上 8点

8点
75点以上80点未満 5点

70点以上75点未満 2点

70点未満 0点

表彰
*同じ工種区分の過去４年間の工事を対象

表彰あり 4点
4点

表彰なし 0点

■加算点の配点例（国土交通省直轄工事における総合評価方式の適用ガイドラインにおける「施工能力評価型Ⅱ型」の例）

賃上げを実施する企業に対する加点 ３点

加算点の合計の５％以上となるよう加点の配点を設定 例：加算点が従来40点満点の場合：３点（3点／43点＝約7% )
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総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置
（参考）国庫債務負担行為による複数年契約の次回調達における加点について

3

複数年契約の２年目以降の賃上げを促すため、一部※の国債（複数年度）契約では、次回調達において前回調達の２年度目以降の賃
上げ実績を確認し、結果に応じて加点。

※事業の同一性が確認される契約で４か年以上の国債による契約が該当

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度

税制措置の賃上げに係る適用要件を
満たしているか確認する期間

次回調達の際に確認し、
満たしている場合は
賃上げ表明の提出を受けた
場合に準じて評価
⇒賃上げ表明の評価とは別に
さらに加点

当初の調達 次回の調達

加点を受けた落札者：
最終事業年度等及びその前事業
年度等の賃上げ実績を確認 等

■仕組みのイメージ

実質的に同一性が確認できる契約※

※例：庁舎管理等に係る契約
システムの保守・点検に係る契約

（国交省の発注工事等では、一部の維持工事が
該当の可能性あり）

R10年度 R11年度

最終事業年度等の
前々事業年度


